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■
入
所
の
決
定

•
選
考
基
準
に
基
づ
き
保
育
の
必
要
度
が

高
い
順
に
児
童
の
入
所
を
決
定
し
ま
す
。

•
入
所
希
望
者
が
多
い
た
め
希
望
の
保
育

所
に
入
所
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

•
入
所
事
由
に
よ
り
保
育
実
施
期
間
の
希

望
に
添
え
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
。

■
保
育
料　

　

町
立
・
私
立
と
も
３
歳
未
満
児
か
３
歳

以
上
児
で
あ
る
か
に
分
け
、
保
護
者
ま
た

は
家
計
の
主
宰
者
の
前
年
分
所
得
税
額
・

前
年
度
市
町
村
民
税（
所
得
割
、
均
等
割
）

の
課
税
状
況
で
町
の
規
則
に
基
づ
き
算
定

し
ま
す
。

※

新
制
度
に
移
行
す
る
場
合
、
前
年
度
分

市
町
村
民
税
所
得
割
か
ら
算
定
し
ま
す
。

■
注
意
事
項

•
児
童
が
ま
だ
生
ま
れ
て
い
な
い
場
合
、

入
所
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

•
在
園
児
は
継
続
入
所
の
審
査
を
行
い
ま

す
の
で
申
し
込
み
は
不
要
で
す
。
転
園

や
町
外
の
保
育
園
へ
入
所
希
望
の
人
は
、

新
規
で
の
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

■
新
園
の
保
護
者
説
明
会

　

平
成
27
年
４
月
開
園
予
定
の（
仮
称
）津

久
礼
ヶ
丘
保
育
園
と（
仮
称
）げ
ん
き
保
育

園
は
保
護
者
説
明
会
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

詳
し
く
は
「
広
報
き
く
よ
う
」
11
月
号

で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
申
込
書
類
の
配
布
場
所

　

各
保
育
所
と
子
育
て
支
援
課

※

配
布
は
11
月
４
日（
火
）か
ら
で
す
。

■
申
込
場
所

　

第
１
希
望
の
保
育
所

※

家
庭
的
保
育
室
シ
ェ
・
ヌ
ヌ
、
あ
ん
よ

保
育
室
、
平
成
27
年
度
開
園
予
定
の

（
仮
称
）津
久
礼
ヶ
丘
保
育
園
と（
仮
称
）

げ
ん
き
保
育
園
の
提
出
先
は
子
育
て
支

援
課
で
す
。

■
必
要
書
類

❶
保
育
所
入
所
申
込
書（
児
童
１
人
１
部
）

❷
家
庭
状
況
調
査
書

❸
保
育
を
必
要
と
す
る
状
況
を
明
ら
か
に

す
る
書
類（
両
親
分
）

•
就
労
・
就
労
予
定
証
明
書

•
自
営
業
・
農
業
従
事
申
立
書

•
母
子
手
帳
の
写
し

　
（
表
紙
、
分
娩
予
定
日
）

•
介
護
な
ど
の
状
況
が
分
か
る
書
類

•
病
気
の
診
断
書

　
（
病
状
・
保
育
が
で
き
な
い
期
間
を
記

載
）

※
❶
〜
❸
は
11
月
28
日（
金
）ま
で
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

❹
保
育
料
算
定
に
必
要
な
書
類（
両
親
分
）

•
平
成
26
年
分
源
泉
徴
収
票
の
写
し（
給

与
所
得
者
）

•
平
成
26
年
分
所
得
税
の
確
定
申
告
書
の

写
し（
自
営
業
者
の
み
。
確
定
申
告
を

し
た
場
合
、
給
与
所
得
者
も
提
出
）

※

❹
は
１
月
の
面
接
時
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
新
制
度
に
移
行
す
る
場
合
、
❹

は
不
要
で
す
。

❺
施
設
型
給
付
費
・
地
域
型
保
育
給
付
費

等
支
給
認
定
申
請
書

※

❺
は
新
制
度
に
移
行
す
る
場
合
の
み
必

要
で
す
。

■
入
所
基
準

　

入
所
基
準
は
保
護
者
が
次
の
よ
う
な
事

情
で
児
童
の
保
育
が
で
き
な
い
と
認
め
ら

れ
る
場
合
で
す
。

❶
労
働
を
常
態
と
し
て
い
る
こ
と

❷
妊
娠
中
か
出
産
後
間
も
な
い
こ
と

❸
病
気
や
負
傷
、
心
身
に
障
が
い
が
あ
る

こ
と

❹
長
期
間
、
病
気
や
心
身
に
障
が
い
の
あ

る
家
族
を
常
に
介
護
・
看
護
し
て
い
る

こ
と

❺
地
震
や
風
水
害
、
火
災
、
そ
の
他
の
災

害
の
復
旧
に
当
た
っ
て
い
る
こ
と

❻
求
職
活
動（
起
業
準
備
を
含
む
）を
継
続

的
に
行
っ
て
い
る
こ
と

❼
就
学
中
で
あ
る
こ
と

❽
育
児
休
業
取
得
時
に
、
す
で
に
保
育
を

利
用
し
て
い
る
子
ど
も
が
い
て
、
継
続

利
用
が
必
要
で
あ
る
こ
と

❾
そ
の
他
、
右
記
に
類
す
る
状
態
と
し
て

町
長
が
認
め
る
場
合

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
新
制
度
が

平
成　

年
４
月
か
ら
ス
タ
ー
ト
！

　

平
成
27
年
４
月
か
ら
「
子
ど
も
・
子
育

て
支
援
新
制
度
」
が
始
ま
る
予
定
で
す
。

こ
れ
は
平
成
24
年
８
月
に
成
立
し
た
「
子

ど
も
・
子
育
て
関
連
３
法
」
に
基
づ
く
制

度
で
す
。
質
の
高
い
幼
児
期
の
学
校
教
育

や
保
育
の
総
合
的
な
提
供
、
量
的
拡
大
・

確
保
、
教
育
・
保
育
の
質
的
改
善
、
地
域

の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
充
実
が
目
的

で
す
。

　

新
制
度
に
移
行
し
た
場
合
、
保
護
者
が

保
育
所
入
所
を
希
望
す
る
と
き
に
町
か
ら

保
育
の
必
要
性
の
認
定（
支
給
認
定
）を
受

け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
町
は
申
請
内
容

に
基
づ
き「
支
給
認
定
証
」を
発
行
し
ま
す
。

詳
し
い
内
容
は
、
広
報
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

入
所
の
申
し
込
み
を
受
け
付
け
ま
す

■
申
込
期
間

　

11
月
４
日（
火
）〜
11
月
28
日（
金
）

平成27年４月からの保育所入所を希望する人の申し込みを受け付けます。
育児休暇明けで職場復帰が決まっている人、

５月や６月の入所を希望する人なども併せて申し込みを受け付けます。

平成27年度 保育所入所の申し込みを受け付けます

問 子育て支援課　保育所係　☎（232）2202
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もみじ園

なかよし園

白菊園

白鈴園

みどり園

さくら園

武蔵ヶ丘第一保育園

武蔵ヶ丘第二保育園

光の森キャロット保育園

こうのとり保育園

優貴保育園

元気の森ラビット保育園

三里木保育園

（仮称）津久礼ヶ丘保育園

（仮称）げんき保育園

町立

　

　

　

私立

原水5208番地11

久保田1230番地１

曲手499番地１

新山１丁目２番32号

原水2050番地１

津久礼408番地

武蔵ヶ丘３丁目50番２号

武蔵ヶ丘１丁目13番１号

光の森７丁目16番地２

原水5666番地22

原水1462番地

武蔵ヶ丘北３丁目１－31

津久礼2313番地１

津久礼２番地３、２番地４

原水5800番地23
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☎（２３２）２００９

☎（２３２）２７６２

☎（２３２）２７７０

☎（２３２）２７６４

☎（２３２）０４５２

☎（２３２）２７６３

☎（３３９）０４５６

☎（３３８）３８８３

☎（２３３）００９８

☎（２８５）４６５１

☎（２３２）８９７７

☎（２８８）５８０８

☎（２８５）１１０５

―

―

保育所名 所在地 電話番号 定員
（人）

各保育所

子育て支援課

配布場所・
提出先

※さくら園・武蔵ヶ丘第一保育園は菊陽町公立保育所民営化計画で民営化対象保育所になっていますが、本計画は再検討中です
　ので、実施時期などは現在未定です。

■各保育所

は新制度に移行した場合
保育所入所までの流れ
11月まで
保護者　　保育所見学（各保育所）
　↓
11月
保護者　　 保育の必要性の認定申請
　　　　　保育所入所申し込み
　↓
12月　※予定
　町　　　 保育の必要性の認定・支給認定証の交付
　↓
12月　※予定
保護者　　 支給認定証の受領
　↓
１月
　町　　　面接調査
　↓
２月
　町　　　入所選考会議
　↓
３月
　町　　　入所承諾（内定）・入所不承諾（保留）
　　　　　 利用調整結果の通知
　↓
４月以降　保育料決定通知
　町　　　 利用者負担額の通知


